
（164〕一橋論叢 第111巻第1号 平成6年（1994年）1月号

堀
口

1
　
薯
書

昭
和
三
一
年
　
二
月

昭
和
三
五
年

昭
和
三
八
年
　
四
月

昭
和
三
九
年
　
四
月

昭
和
四
六
年
　
九
月

昭
和
四
七
年
一
一
月

昭
和
四
八
年
　
一
月

　
　
　
　
　
　
二
月

　
　
　
　
　
　
四
月

　
　
　
　
　
　
五
月

昭
和
四
九
年
　
六
月

昭
和
五
三
年
一
〇
月

亘
名

誉
教

授
主

要
著
作

目
録

判
例
体
系
会
社
法
　
共
著
　
有
信
堂

判
例
体
系
手
形
法
小
切
手
法
　
共
薯
　
有
信
堂

判
例
体
系
手
形
法
小
切
手
法
［
増
訂
版
］
　
共
薯
　
有
信
堂

例
解
手
形
小
切
手
法
　
共
著
　
有
信
堂

判
例
体
系
会
杜
法
［
増
訂
版
］
　
共
薯
　
有
信
堂

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
手
形
法
　
共
著
　
動
草
書
房

判
例
体
系
手
形
法
小
切
手
法
［
再
全
訂
版
］
　
共
薯
　
有
信
堂

演
習
講
座
会
社
法
一
共
編
老
　
法
学
書
院

演
習
講
座
手
形
法
・
小
切
手
法
　
共
編
薯
　
法
学
書
院

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
行
為
法
　
共
薯
　
動
草
書
房

演
習
講
座
商
法
総
則
・
商
行
為
　
共
編
薯
　
法
学
書
院

改
正
商
法
詳
説
　
共
薯
　
同
文
館

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
証
券
取
引
法
　
共
著
　
動
草
書
房

例
解
手
形
・
小
切
手
法
（
全
訂
版
）
　
共
薯
　
右
信
堂
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（165）堀口亘名誉教授主要薯作目録

昭
和
五
五
年
一

昭
和
五
六
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
八
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
三
年

平
成
　
二
年

平
成
　
三
年

五三五一
月月月月

一ノ、
月月

三一一六四一三九七三九五四九五
月月月月月月月月月月月月月月月

テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
会
杜
法
　
共
著
　
有
斐
閣

学
説
判
例
商
法
　
－
　
共
編
著
　
学
陽
書
房

演
習
ノ
ー
ト
手
形
法
・
小
切
手
法
　
編
薯
　
法
学
書
院

テ
キ
ス
ト
ブ
ヅ
ク
会
杜
法
［
第
二
版
］
　
共
薯
　
有
斐
閣

学
説
判
例
商
法
　
m
　
共
編
薯
　
学
陽
書
房

問
答
式
手
形
・
小
切
手
の
法
律
実
務
　
共
編
著
　
同
文
館

改
正
会
杜
法
詳
説
　
共
編
薯
　
三
嶺
書
房

学
説
判
例
商
法
　
n
　
共
編
薯
　
学
陽
書
房

会
杜
法
一
〇
〇
講
　
編
薯
　
学
陽
書
房

手
形
法
小
切
手
法
概
説
　
泉
文
堂

会
杜
法
　
国
元
書
房

演
習
講
座
会
社
法
［
改
訂
版
］
　
共
編
著
　
法
学
書
院

商
法
総
則
・
商
行
為
法
概
説
　
泉
文
堂

会
杜
法
　
共
薯
　
青
林
書
院

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
証
券
取
引
法
（
増
訂
版
）
　
共
著
　
動
草
書
房

演
習
講
座
手
形
法
・
小
切
手
法
［
改
訂
版
］
　
共
編
薯
　
法
学
蓄
院

手
形
・
小
切
手
法
　
共
著
　
青
林
奮
院

証
券
取
引
法
概
説
　
泉
文
堂

商
法
総
則
・
商
行
為
法
　
共
薯
　
青
林
書
院

商
法
の
考
え
方
・
学
び
方
　
税
務
経
理
協
会

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
証
券
取
引
法
（
全
訂
版
）
　
共
薯
　
動
草
蓄
房

証
券
取
引
法
　
編
薯
　
学
陽
書
房

会
社
法
［
改
訂
版
］
　
共
薯
　
青
林
書
院
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一橋論叢 第111巻第1号 平成6年（1994年）1月号　（166〕

　
　
　
　
　
　
五
月
　
最
新
証
券
取
引
法
　
商
事
法
務
研
究
会

　
　
　
　
　
　
七
月
　
通
説
手
形
・
小
切
手
法
　
三
省
堂

平
成
　
四
年
　
一
月
　
テ
キ
ス
ト
ブ
ヅ
ク
会
杜
（
第
三
版
）
　
共
薯
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
　
二
月
　
演
習
ノ
ー
ト
手
形
法
・
小
切
手
法
［
改
訂
版
］
　
編
薯
　
法
学
書
院

　
　
　
　
　
　
四
月
　
新
会
杜
法
概
論
　
三
省
堂

平
成
　
五
年
　
五
月
　
［
改
訂
版
］
会
社
法
一
〇
〇
講
　
法
学
蓄
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト
ブ
ヅ
ク
証
券
取
引
法
　
動
草
薯
房

　
　
　
　
　
n
　
学
術
論
文
（
す
べ
て
単
独
）

昭
和
二
九
年
一
一
月
　
仏
蘭
西
に
お
け
る
営
業
質
制
度
－
企
業
担
保
法
と
の
比
較
的
考
察
　
金
融
法
務
事
情
五
三
号

昭
和
三
〇
年
　
九
月
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
株
式
会
杜
の
社
長
（
軍
似
ω
巳
昌
一
－
昌
8
9
①
膏
o
q
m
急
竃
一
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
念
論
文
集
　
下
巻
　
動
草
書
房

昭
和
三
三
年
　
六
月
　
証
券
取
引
法
第
一
八
九
条
の
研
究
　
一
橋
論
叢
三
九
巻
六
号

　
　
　
　
　
一
〇
月
　
議
決
権
代
理
行
使
に
関
す
る
若
干
の
問
題
　
商
事
法
務
二
六
号

昭
和
三
四
年
　
三
月
　
相
場
操
縦
の
禁
止
に
つ
い
て
　
法
学
研
究
2

昭
和
三
六
年
　
三
月
　
有
価
証
券
届
出
制
度
の
若
干
の
問
題
　
法
学
研
究
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
定
操
作
取
引
に
つ
い
て
　
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
一
四
巻
二
号

　
　
　
　
　
一
〇
月
　
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
取
締
役
の
職
務
権
限
の
分
配
　
私
法
二
三
号

昭
和
三
七
年
　
二
月
　
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
　
一
橋
論
叢
四
七
巻
二
号

　
　
　
　
　
七
月
～
　
改
正
証
券
取
引
法
解
説
（
一
）
1
（
八
）
　
公
杜
債
弘
報
三
四
七
号
～
三
五
四
号

　
　
　
　
　
一
〇
月

　
　
　
　
　
一
〇
月
　
証
券
取
引
法
の
改
正
　
経
済
法
八
号

昭
和
四
一
年
　
五
月
　
フ
ラ
ン
ス
会
杜
法
の
一
部
改
正
　
海
外
商
事
法
務
四
七
号

一
橋
大
学
創
立
八
十
周
年
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（167）堀口亘名誉教授主要薯作目録

昭
和
四
二
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
八
年

　
一
月

一
〇
月

二
月

五
月

一
一
月

昭
和
四
九
年
二
月
～

　
　
　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
　
　
八
月

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
八
年

○六二九二七二五四一九三
月月月月月月月月月月月月

フ
ラ
ン
ス
の
新
会
社
法
　
海
外
商
事
法
務
五
五
号

証
券
取
引
法
第
四
九
条
違
反
の
信
用
取
引
　
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
　
千
倉
書
房

既
存
債
権
と
手
形
債
権
－
行
使
の
順
序
を
中
心
と
し
て
－
　
手
形
研
究
一
四
巻
三
号

監
査
役
制
度
改
正
の
あ
ら
ま
し
　
税
経
セ
ミ
ナ
ー
一
八
巻
五
号

監
査
日
程
と
名
簿
閉
鎖
期
間
の
延
長
　
税
経
セ
ミ
ナ
ー
一
八
巻
一
四
号

会
計
監
査
人
の
資
格
・
欠
格
事
由
・
選
任
・
解
任
　
同
右

中
小
会
社
の
特
例
　
税
経
通
信
二
八
巻
二
二
号

休
眠
会
杜
の
整
理
　
同
右

取
締
役
の
不
当
利
益
の
提
供
［
上
］
［
下
］
　
商
事
法
務
六
五
六
号
・
六
六
〇
号

失
念
株
　
新
商
法
演
習
－
　
有
斐
閣

監
査
役
の
義
務
と
責
缶
　
監
査
役
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
　
商
事
法
務
研
究
会

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
在
り
方
と
内
部
老
取
引
規
制
に
つ
い
て
　
月
刊
監
査
役
八
四
号

ベ
ル
ギ
ー
の
監
査
役
制
度
　
月
刊
監
査
役
八
六
号

発
起
人
の
地
位
と
権
限
　
商
法
1
［
会
杜
］
　
日
本
評
論
杜

自
已
株
式
の
取
得
禁
止
等
　
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
法
－
上
　
三
省
堂

名
義
書
換
失
念
株
主
の
名
義
株
主
に
対
す
る
権
利
　
商
法
の
争
点
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

議
決
権
の
行
使
（
会
杜
機
関
改
正
試
案
の
研
究
）
　
金
融
・
商
事
判
例
五
七
二
号

株
主
が
名
義
書
換
を
失
念
し
た
場
合
の
権
利
の
帰
属
と
処
理
に
つ
い
て
　
代
行
リ
ポ
ー
ト
五
〇
号

取
締
役
の
会
杜
に
対
す
る
責
任
（
改
正
会
社
法
の
研
究
）
　
金
融
・
商
事
判
例
六
五
一
号

監
査
役
の
義
務
と
責
任
　
新
版
監
査
役
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
　
商
事
法
務
研
究
会

失
念
株
　
会
杜
法
演
習
－
　
有
斐
閣

名
義
書
換
失
念
株
主
の
名
義
株
主
に
対
す
る
権
利
　
商
法
の
争
点
（
第
二
版
）
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
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（168）一橋論叢 第111巻第1号 平成6年（1994年）1月号

昭
和
五
九
年
　
三
月

　
　
　
　
　
　
五
月

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
三
年
一

平
成
　
元
年

平
成
　
二
年

二三二二四
月月月月月月月月

五九五四
月月月月

　
　
　
　
　
一
二
月

平
成
　
三
年
＝
一
月

平
成
　
五
年
　
一
月

判
例
に
現
わ
れ
た
委
託
証
拠
金
の
若
干
の
問
題
　
商
品
取
引
所
論
体
系
4
　
全
国
商
品
取
引
所
連
合
会

商
品
取
引
に
お
け
る
委
託
証
拠
金
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
　
現
代
商
事
法
の
重
要
問
題
（
田
中
誠
二
先
生
米
寿
記
念

論
文
）
　
経
済
法
令
研
究
会

会
杜
の
能
力
と
目
的
に
よ
る
制
限
　
基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー
商
法
　
一
粒
社

債
券
先
物
取
引
と
法
　
商
事
法
の
現
代
的
課
題
（
喜
多
了
祐
先
生
退
官
記
念
論
文
）
　
中
央
経
済
杜

商
品
取
引
所
法
八
条
に
関
す
る
若
干
の
問
題
　
一
橋
論
叢
九
五
巻
二
号

相
場
操
縦
と
安
定
操
作
　
証
券
取
引
法
大
系
（
河
本
一
郎
先
生
還
暦
記
念
）
商
事
法
務
研
究
会

取
締
役
会
お
よ
ぴ
代
表
取
締
役
　
商
法
有
限
会
杜
法
改
正
試
案
の
研
究
　
金
融
・
商
事
判
例
七
五
五
号

先
物
取
引
法
制
定
の
必
要
　
商
品
取
引
所
論
体
系
5
　
全
国
商
品
取
引
所
連
合
会

分
杜
（
会
杜
分
割
）
と
商
法
・
証
券
取
引
法
等
の
諸
問
題
　
税
経
通
信
四
二
巻
一
号

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
の
整
備
に
つ
い
て
　
手
形
研
究
三
二
巻
二
一
号

証
取
法
改
正
法
の
全
般
的
考
察
　
金
融
・
商
事
判
例
八
〇
六
号

証
券
先
物
市
場
の
整
備
　
同
右

諸
外
国
の
内
部
老
取
引
の
規
制
　
同
右

金
融
先
物
取
引
法
の
全
般
的
考
察
　
同
右

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
つ
い
て
　
一
橋
論
叢
一
〇
一
巻
四
号

金
融
先
物
取
引
法
の
制
定
と
商
品
取
引
所
法
　
商
品
取
引
所
論
体
系
6
　
全
国
商
品
取
引
所
連
合
会

わ
が
国
に
お
け
る
先
物
取
引
法
の
形
成
と
問
題
点
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
〇
一
号

貸
借
対
照
表
等
の
商
業
登
記
所
に
お
け
る
公
開
等
　
税
経
通
信
四
五
巻
六
号

証
券
取
引
法
一
九
八
条
に
基
づ
く
不
当
利
益
の
提
供
－
日
工
事
件
を
契
機
と
し
て
　
商
事
法
務
二
：
一
二
号

有
限
会
杜
の
最
低
資
本
金
制
度
　
金
融
・
商
事
判
例
八
至
ハ
号

証
券
監
視
機
関
の
理
想
的
な
あ
り
方
　
税
経
通
信
四
六
巻
一
五
号

金
融
・
証
券
関
係
法
改
正
に
至
る
経
緯
と
全
般
的
考
察
　
金
融
・
商
事
判
例
九
〇
七
号
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（169）　堀口亘名誉教授主要薯作目録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
　
同
右

　
　
　
　
　
m
　
判
例
研
究

昭
和
＝
二
年
　
三
月
　
名
義
書
換
未
了
の
株
式
譲
受
人
を
会
杜
は
株
主
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
、
そ
の
他
（
最
判
昭
和
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
一
〇
月
二
〇
日
）
企
業
会
計
八
巻
三
号

昭
和
三
二
年
一
一
月
　
会
杜
に
対
す
る
取
締
役
の
金
銭
貸
付
と
商
法
二
六
五
条
（
東
京
地
判
昭
和
三
二
年
三
月
一
六
日
）
　
企
業
会
計
九
巻
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
号

昭
和
三
四
年
一
〇
月
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
組
合
の
招
集
権
な
き
理
事
の
招
集
し
た
組
合
総
会
の
決
議
の
効
力
（
東
京
地
判
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
年
一
月
二
六
日
）
　
一
橋
論
叢
四
二
巻
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
失
権
当
時
小
切
手
を
所
持
せ
ず
、
除
権
判
決
も
得
て
い
な
い
老
は
常
に
利
得
償
還
請
求
権
を
取
得
し
な
い
か
（
最
判
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
三
四
年
六
月
九
日
）
　
手
形
研
究
三
巻
一
〇
号

昭
和
三
五
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
一
年

昭
和
四
二
年

一　八　七三七四　五　四
月月月月月月月月

無
権
代
理
に
よ
り
手
形
の
振
出
・
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
裏
書
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
受
人
の
振
出
人
に
対
す
る
権
利

（
最
判
昭
和
三
五
年
一
月
二
百
）
手
形
研
究
四
巻
四
号

取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
か
な
い
で
招
集
し
た
株
主
総
会
の
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
、
そ
の
他
（
佐

賀
地
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
九
日
）
　
一
橋
論
叢
四
三
巻
五
号

約
束
手
形
の
振
出
日
の
記
載
（
大
阪
高
判
昭
和
三
九
年
九
月
一
五
日
）
　
手
形
研
究
九
巻
四
号

裏
書
の
連
続
を
欠
く
と
さ
れ
た
事
例
（
横
浜
地
判
昭
和
三
九
年
一
二
月
一
一
日
）
　
手
形
研
究
九
巻
七
号

原
因
関
係
の
債
務
が
履
行
遅
滞
と
な
る
時
期
（
最
三
判
昭
和
四
〇
年
八
月
二
四
日
）
　
手
形
研
究
一
〇
巻
三
号

貸
金
債
務
の
連
帯
保
証
人
の
代
位
弁
済
と
手
形
交
付
の
要
否
（
最
三
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
一
日
）
　
週
刊
金
融
判
例

一
三
号

名
板
貸
人
を
営
業
主
と
誤
認
す
る
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
相
手
方
に
対
す
る
商
法
二
三
条
所
定
の
名
板
貸
人

の
責
任
の
有
無
（
最
一
判
昭
和
四
一
年
一
月
二
七
日
）
　
判
例
評
論
九
三
号
（
判
例
時
報
四
五
〇
号
）

共
同
代
表
取
締
役
の
一
人
が
単
独
で
振
出
し
た
手
形
と
会
杜
の
責
任
（
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
四
月
三
〇
日
）
　
週
刊
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一橋論叢　第111巻 第1号 平成6年（1994年）1月号　1170〕

昭
和
四
三
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
一
年
一

昭
和
五
二
年

一四二七九七六三八二九二月月月月月月月月月月月月
金
融
判
例
三
九
号

破
産
者
と
株
式
会
杜
の
取
締
役
の
被
選
任
適
格
（
最
一
判
昭
和
四
二
年
三
月
八
日
）
　
判
例
評
論
一
〇
九
号
（
判
例
時
報

五
〇
四
号
）

商
法
五
〇
四
条
の
法
意
（
最
大
判
昭
和
四
三
年
四
月
二
四
日
）
　
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
二
云
号

一
部
の
取
締
役
に
対
す
る
通
知
も
れ
と
取
締
役
会
決
議
の
効
力
（
最
三
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
日
）
　
民
商
法
雑
誌

六
三
巻
五
号

受
取
人
自
地
の
約
束
手
形
の
振
出
人
が
自
地
補
充
権
の
行
使
を
妨
害
し
た
場
合
の
効
果
（
犬
阪
高
判
昭
和
四
六
年
一
月

二
九
目
）
　
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
二
七
一
号

株
式
会
社
の
債
権
老
の
会
杜
に
対
す
る
計
算
書
類
の
閲
覧
請
求
権
お
よ
ぴ
謄
抄
本
交
付
請
求
権
（
最
一
判
昭
和
四
六
年

六
月
三
日
）
　
判
例
評
論
一
五
七
号
（
判
例
時
報
六
五
五
号
）

手
形
と
人
的
抗
弁
－
振
出
お
よ
び
裏
書
の
原
因
関
係
が
と
も
に
消
減
し
た
場
合
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
対
抗
（
最
一
判

昭
和
四
五
年
七
月
一
六
日
）
　
商
法
の
判
例
　
第
二
版

賭
博
に
よ
る
債
務
の
履
行
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
第
三
老
振
出
の
小
切
手
の
支
払
に
つ
き
所
持
人
と
の
間
に
成
立
し
た

和
解
契
約
の
効
力
（
最
二
判
昭
和
四
六
年
四
月
九
日
）
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
九
号
（
昭
和
四
六
年
重
要
判
例
解
説
）

振
出
人
欄
に
押
印
だ
け
し
た
手
形
用
紙
を
盗
取
さ
れ
た
場
合
と
右
押
印
老
の
振
出
責
任
（
大
阪
地
判
昭
和
四
七
年
一
二

月
一
八
日
）
　
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
三
七
九
号

有
価
証
券
売
買
一
任
勘
定
取
引
に
お
け
る
一
定
金
額
の
利
殖
目
標
の
設
定
と
弁
済
契
約
の
成
否
（
大
阪
高
判
昭
和
四
八

年
二
一
月
六
日
）
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
四
一
七
号

作
成
後
た
だ
ち
に
会
社
に
保
管
さ
れ
た
株
券
に
つ
き
株
券
発
行
の
要
件
で
あ
る
株
主
に
対
す
る
株
券
の
交
付
が
な
さ
れ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
事
例
（
大
阪
高
判
昭
和
五
一
年
二
月
一
八
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
五
〇
八
号

手
形
と
人
的
抗
弁
－
振
出
お
よ
び
裏
書
の
原
因
関
係
が
と
も
に
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
人
的
抗
弁
の
対
抗
（
最
一
判

昭
和
四
五
年
七
月
ニ
ハ
日
）
　
商
法
の
判
例
　
第
三
版

消
費
生
活
協
同
組
合
の
総
会
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
の
適
否
（
積
極
）
1
定
款
の
定
め
と
異
な
る
消
費
生
活
協
同
組
合
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昭
和
五
三
年
　
六
月

昭
和
五
七
年
　
五
月

昭
和
五
八
年

昭
和
五
九
年

六
月一

月

五
月

七五一
月月月

二
月

昭
和
六
〇
年
　
五
月

七
月

の
総
会
招
集
手
続
き
が
総
会
不
存
在
の
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
地
判
昭
和
五
〇
年
七
月
八
目
）

判
例
評
論
二
二
五
号
（
判
例
時
報
八
六
二
号
）

証
券
取
引
法
六
四
条
二
項
の
悪
意
は
重
過
失
を
含
む
か
（
名
古
屋
高
判
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
七
日
）
　
金
融
・
商
事

判
例
五
四
五
号

商
品
取
引
員
が
い
わ
ゆ
る
仕
手
の
買
建
注
文
に
応
じ
な
か
っ
た
行
為
は
仕
手
と
は
別
に
員
建
を
し
て
い
た
老
に
対
す
る

不
法
行
為
に
当
た
る
か
（
最
三
判
昭
和
五
六
年
二
月
一
七
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
六
四
一
号

取
締
役
の
競
業
と
忠
実
義
務
違
反
の
効
果
－
山
崎
製
バ
ン
事
件
（
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
六
日
）
　
ジ
ュ
リ
ス

ト
七
六
八
号
（
昭
和
五
六
年
重
要
判
例
解
説
）

相
場
操
縦
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
一
二
月
七
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
六
五
九
号

商
品
取
引
員
が
委
託
証
拠
金
を
徴
す
る
こ
と
な
し
に
商
品
市
場
で
売
買
取
引
を
し
た
場
合
に
お
け
る
商
品
取
引
員
と
委

託
老
と
の
間
の
契
約
の
効
力
、
そ
の
他
（
最
三
判
昭
和
五
七
年
一
〇
月
二
六
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
六
六
七
号

商
品
取
引
所
法
八
条
の
趣
旨
（
夫
津
地
彦
根
支
判
昭
和
五
六
年
一
．
○
月
三
〇
日
）
　
商
品
先
物
市
場
七
巻
一
一
号

商
品
取
引
所
法
八
条
の
解
釈
そ
の
他
（
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
二
月
二
八
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
九
六
一
号

商
品
の
先
物
取
引
の
委
託
老
が
委
託
証
拠
金
の
追
加
差
入
を
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
明
白
な
場
合
と
商
品
仲
買
人
の

処
分
権
（
最
二
判
昭
和
四
三
年
二
一
月
二
〇
日
）
商
品
先
物
市
場
八
券
七
号

農
業
協
同
組
合
と
の
間
の
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
き
理
事
の
債
務
に
つ
き
右
組
合
に
対
す
る
預
金
を
担
保
と
し
て
提
供

し
た
第
三
老
が
農
業
協
同
組
合
法
三
三
条
違
反
を
理
由
と
し
て
右
消
費
貸
借
契
約
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
た
事
例
（
最
一
判
昭
和
五
八
年
四
月
七
日
）
　
判
例
評
論
三
一
〇
号
（
判
例
時
報
一
二
一
九
号
）

香
港
で
の
金
の
先
物
取
引
受
託
契
約
が
海
外
先
物
取
引
規
制
法
八
条
に
違
反
す
る
と
し
て
無
効
と
さ
れ
た
事
例
（
犬
阪

地
判
昭
和
五
九
年
七
月
二
六
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
七
一
五
号

商
品
取
引
所
法
八
条
違
反
の
先
物
取
引
の
私
法
上
の
効
力
、
そ
の
他
（
札
幌
地
判
昭
和
五
九
年
五
月
二
四
日
、
大
阪
地

判
昭
和
五
九
年
四
月
二
四
日
、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
）
　
判
例
評
論
三
一
七
号
（
判
例
時
報
一
一
五
一

号
）
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｛172〕一橋論叢 第111巻第1号 平成6年（1994年）1月号

昭
和
六
一
年

一
〇
月

三
月

昭
和
六
三
年
　
四
月

平
成

　
五
・
六
月

元
年
　
一
月

　
　
　
六
月

平
成
　
二
年

平
成
　
三
年

平
成
　
四
年

平
成
　
五
年

二
月一

月

四
月

三
月

三
月

一
〇
月

協
同
飼
料
株
式
会
社
の
株
価
操
作
事
件
（
東
京
地
判
昭
和
五
九
年
七
月
三
一
日
）
　
商
品
先
物
市
場
九
巻
一
〇
号

商
品
取
引
所
法
八
条
二
項
に
違
反
す
る
商
品
の
先
物
取
引
の
効
力
（
名
古
屋
地
判
昭
和
六
〇
年
四
月
二
六
日
）
　
金

融
・
商
事
判
例
七
三
六
号

株
式
の
信
用
取
引
に
お
い
て
顧
客
が
清
算
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
と
し
て
証
券
会
社
に
手
仕
舞
の
義
務
が
あ
る
と
さ

れ
た
事
例
（
最
一
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
七
八
九
号

証
券
会
杜
の
外
務
員
の
権
限
（
高
松
高
判
昭
和
五
八
年
四
月
一
二
日
）
　
商
品
先
物
市
場
二
一
巻
五
・
六
号

株
式
の
一
任
売
買
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
（
千
葉
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
三
〇
日
）
　
商
品
先
物
市
場
二
二
巻
一
号

新
規
上
場
に
先
立
ち
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
利
益
が
贈
蚊
賄
罪
の
客
体
に
な
る
と
さ
れ
た
事
例
　
殖
産
住
宅

等
贈
収
賄
事
件
上
告
審
決
定
（
最
二
決
昭
和
六
三
年
七
月
一
八
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
八
一
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

証
券
取
引
法
六
四
条
二
項
の
悪
意
は
悪
意
と
同
視
で
き
る
程
度
の
重
犬
な
過
失
も
含
む
と
さ
れ
た
事
例
（
犬
阪
高
判
平

成
元
年
三
月
三
〇
日
）
金
融
・
商
事
判
例
八
三
四
号

日
工
の
証
券
取
引
法
一
八
九
条
に
基
づ
く
利
益
提
供
講
求
事
件
（
神
戸
地
明
石
支
判
平
成
二
年
七
月
二
七
日
）
　
金

融
・
商
事
判
例
八
五
七
号

海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
等
に
関
す
る
法
律
八
条
一
項
に
違
反
し
て
さ
れ
た
売
買
指
示
に
基
づ
く
業
者
の
売

付
け
ま
た
は
買
付
け
等
の
効
力
（
浦
和
地
判
昭
和
六
三
年
六
月
二
九
日
）
　
商
品
先
物
市
場
一
五
巻
四
号

証
券
会
杜
が
顧
客
か
ら
の
信
用
取
引
の
注
文
を
拒
絶
し
た
行
為
が
債
務
不
履
行
な
い
し
不
法
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
さ

れ
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
二
年
二
月
一
四
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
八
八
六
号

マ
ク
ロ
ス
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
事
件
（
東
京
地
判
平
成
四
年
九
月
二
五
日
）
　
金
融
・
商
事
判
例
九
一
一
号

証
券
取
引
法
一
八
九
条
一
項
に
よ
っ
て
株
式
売
買
に
よ
る
利
益
の
提
供
義
務
を
負
う
主
要
株
主
は
、
発
行
済
株
式
総
数

の
一
〇
〇
分
の
一
〇
以
上
の
株
式
を
有
す
る
旨
が
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
老
に
限
ら
れ
る
か
（
消
極
）
　
判
例

評
論
四
一
六
号
（
判
例
時
報
一
四
六
四
号
）
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